
ウ
ラ

H
V
守
」
門
主

見
え
て
、
小
字
は

E
悌
・
宮

J

腰
・
清
太
郎
・
蛇
食
・
判

屋
地
・
高
庵
地
・
大
久
保
・
宮
間
・
和
気
女
・
下
平
・
中

ヒ
サ
ヨ

屋
・
貝
原
・
若
狭
・
溺
叉
・
菅

J

原
・
日
砂
・
濁
池
・
海
土
・

尺
ヶ
池
・
大
町
・
番
頭
屋
・
引
地
・
平
栗
・
中
尾
・
吉
ヶ
谷

内
・
野
守
谷
内
・
閉
村
の
二
十
七
を
有
す
る
。

ウ
ラ
カ

εガ
ハ
浦
上
川
鳳
軍
部
八
ケ
川
の
支

流
で
あ
る
。
源
は
浦
上
の
山
か
ら
出
で
、
南
流
し
て

m村
領
に
室
内
本
川
に
入
る
。
水
源
か
ら
務
合
ま
で

五
粁
六
許
。

ウ
ラ
カ
ξ
チ
プ
浦
上
治
部
機
七
百
石
を
受
け
、

大
坂
各
陣
に
は
鑓
奉
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
嫡
子
叉
右

衛
門
は
寛
永
十
八
年
富
山
侯
の
従
臣
と
な
h
、
二
男

叉
右
衛
門
は
同
十
七
年
大
黒
寺
侯
の
従
臣
と
な
っ

た。
ウ
ラ
ガ
ξ
ネ
カ
ン
ノ
ン
浦
ヶ
鎌
観
普
↓
ウ
シ

ガ
ハ
ナ
カ

y
ノ

y

牛
ヶ
端
観
脅
。

ウ
ラ
カ
ξ
ノ
キ
9
ス
タ
ン
浦
上
の
切
支
丹

ハ
一
〉
加
賀
藩

l
明
治
元
年
政
府
は
長
崎
廓
浦
上
の
切

支
丹
教
徒
に
稗
宗
を
強
ひ
た
が
、
彼
等
は
之
に
従
は

な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
村
民
三
千
七
百
傑
人
を
捕
へ

諸
藩
に
拘
置
す
る
こ
と
L
し
た
。
こ
の
際
金
棒
務
は

ご
年
十
一
周
十
三
日
五
百
億
人
を
長
崎
廓
よ
h
送
致

す
る
遜
牒
を
受
け
、
十
二
局
大
坂
に
於
い
て
之
を
受

取
旬
、
サ
五
日
以
後
卯
辰
山
の
鎗
聞
に
牧
容
し
、
翌

三
年
自
ら
殴
悔
し
た
と
い
ふ
も
の
三
十
一
人
を
得

た
が
、
陵
務
の
後
悌
閥
公
使
の
抗
議
を
受
け
る
に

及
び
、
六
年
三
周
政
府
は
石
川
厩
に
命
じ
て
長
崎
膝

に
迭
還
せ
し
め
た
。

三一
V

大
型
寺
滞

l
大
事
寺
務
で
は
明
治
こ
年
十
周
骨

五
日
太
政
官
か
ら
肥
前
浦
上
の
切
支
丹
宗
徒
九
十
二

人
を
預
け
ら
れ
る
命
を
得
て
、
十
二
局
十
九
日
静
戸

で
入
十
三
人
を
受
取
力
、
翌
年
正
周
十
二
日
到
着
し

・ 4

八
四

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
務
は
こ
れ
等
そ
庄
兵
衛
谷
な
一
て
跨
た
が
一
た
び
凶
を
去
h
、
耐
し
て
こ
代
孫
右
衛
一
し
、
長
氏
の
下
屋
敷
に
政
火
L
ょ
う
と
鹿
言
し
、
器

る
餓
飽
揚
の
長
屋
に
牧
容
し
、
少
年
は
寺
院
に
枚
容
一
門
は
臨
安
元
年
や
・
以
て
復
臨
し
た
の
で
あ
る
。
是
よ
一
伎
を
備
へ
て
威
を
示
し
た
。

し
て
敬
誌
に
欝
め
-t
が
、
三
年
ご
月
十
六
日
一
一
干
三
一

h
源
右
衛
門
は
多
〈
勢
家
と
締
青
沼
じ
て
成
機
を
錠
一
ハ
一

=ν百
姓
の
嘆
願

l
孫
右
衛
門
等
の
亡
朕
か
〈
の
如

人
を
叉
富
山
務
に
引
渡
し
、
五
年
六
月
八
日
そ
の
残
一
ふ
に
安
っ
た
。
笛
時
長
氏
は
辿
簡
の
時
の
如
〈
、
館
一
〈
で
あ
っ
た
が
、
元
辿
・
お
定
二
人
は
漣
頗
を
し
て

像
全
部
を
金
揮
に
移
送
し
て
卯
民
山
に
牧
科
す
る
こ
一
郎
島
宇
郷
脅
領
し
て
同
た
か
ら
、
他
の
諸
士
が
領
内
一
未
だ
知
ら
ざ
る
知
〈
袋
は
し
め
、
兵
庫
等
に
議
し
て

と
に
な
っ
た
。
一
散
在
の
来
地
を
有
す
る
と
異
な
旬
、
家
臣
等
多
〈
爾
一
五
四
月
十
六
日
再
び
出
仕
せ
し
め
た
。
し
か
も
彼
等
は

ウ
ラ
カ

εノ
リ
ツ
ヨ
浦
上
紹
弱
宇
は
君
側
、
一
地
の
聞
に
往
来
し
て
事
務
脅
執
っ
た
。
然
る
に
源
右
↑
筒
辿
頗
の
抱
置
走
攻
醸
し
、
七
年

E
周
来
地
の
百
姓

玉
堂
と
説
L
た
o
奥
州
曾
禄
の
人
と
い
ひ
、

V
へ
備
前
一
衛
門
は
米
銭
出
納
骨
撃
句
、
多
〈
能
載
に
住
す
る
こ
一
を
敬
践
し
、
接
地
中
止
嘆
願
の
述
判
肢
を
提
出
せ
し

悶
山
の
産
と
も
い
ふ
。
京
師
に
出
で
、
静
蹴
青
嶋
み
、
一
と
や
・
好
み
、
諸
定
以
下
十
村
・
肝
煎
に
至
る
ま
で
延
一
め
た
。
述
頼
乃
ち
事
鶴
荷
重
大
漉
し
て
、
自
ら
雌
埋

嘗
て
金
縛
に
束
力
寺
島
限
強
に
詩
情
せ
ん
と
求
め
一
き
て
臼
の
篤
と
し
、
隠
川
や
・
聞
き
剰
米
の
検
査
や
・
寛
一
す
る
の
不
可
を
思
ひ
、
路
右
衛
門
の
罪
般
を
激
へ
た

た
。
路
整
そ
の
校
入
荷
宿
泊
せ
し
む
る
こ
と
の
滞
禁
一
に
す
る
等
の
私
曲
が
あ
っ
た
。
是
を
以
て
述
頼
は
寛
一
る
提
替
や
-
滞
の
老
慣
に
呈
し
、
務
侯
の
裁
断
や
請
う

な
る
や
・
以
て
、
尾
磁
町
の
依
宿
に
問
ら
し
め
、
夜
に
一
文
元
年
治
閑
・
上
野
・
池
島
コ
一
人
の
十
村
を
一
時
禁
牢
一
た
。

表
れ
ば
乃
ち
延
い
て
清
談
に
耽
っ
た

oe'Oこ
と
凡
一
に
催
し
、
ご
年
大
町
一
腕
奉
行
大
野
治
兵
衛
・
金
丸
腰
一
ハ
四
ν
一
味
の
逮
捕
・
l
是
に
於
い
て
務
の
老
臣
等
相
議

そ
百
目
、
そ
の
践
は
皆
臨
益
の
償
ふ
所
で
あ
っ
た
。
一
奉
行
一
川
島
治
兵
衛
の
食
隊
-
Z
?
?た
。
一
し
、
阿
部
甚
右
衛
門
・
松
崎
十
右
衛
門
を
孫
右
術
門

紀
明
は
文
一
政
三
年
九
月
四
日
七
十
六
歳
-P一
以
て
夜
し
一

C

U長
氏
領
内
の
検
問

i
是
よ
句
先
孫
右
衛
門
は
、
一
の
家
に
遣
は
し
て
訊
問
せ
し
め
、
三
周
二
日
之
を
本

た

。

一

覧

文

元

年

退

隠

そ

前

え

F

た
か
ら
、
池
頼
は
大
に
喜
び
、
一
多
安
房
守
政
長
の
邸
に
召
喚
し
て
倖
八
矢
の
家
に
禁

ウ
ラ
カ
ミ
ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
浦
上
八
幡
結
以
.
辛
二
孫
右
衛
門
に
養
老
一
封
ご
一
白
石
-P-
一
給
し
、
子
兵
障
に
家
一
錨
を
命
じ
、
叉
孫
右
衛
門
の
長
子
浦
野
兵
庫

-Z制
山

都
浦
上
に
銀
座
す
る
。
能
資
信
跡
志
に
、
『
此
村
八
幡
一
や
-
襲
が
し
め
た
。
是
に
於
い
て
兵
庫
は
阿
岸
織
部
及
一
右
涯
の
家
に
、
ご
男
阿
帰
掃
部
を
前
回
叉
勝
の
家
に
、

宮
は
浦
上
の
宗
祉
に
て
、
宮
の
腰
と
い
ふ
所
に
在
・
旬
。
一
び
加
際
来
女
と
共
に
取
を
執
っ
た
が
、
採
右
衛
門
は
一
三
男
駒
揮
金
左
衛
門
を
永
原
大
経
の
家
に
、
四
男
阿

散
村
二
十
七
ヶ
所
の
宮
々
へ
、
祭
一
躍
八
月
十
五
日
に
一
向
者
用
と
縛
し
て
能
殺
に
往
来
し
た
か
ら
、
述
額
は
一
岸
友
之
助
を
永
原
左
京
の
家
に
、
弟
中
村
-
八
郎
左
衛

は
紳
輿
廻
h
給
ひ
て
、
賑
は
し
き
也
o』
と
見
え
、
今
一
そ
の
好
曲
脅
摘
渡
せ
ん
と
欲
し
、
五
年
突
如
織
地
を
一
門
を
村
井
藤
十
郎
の
家
に
、
弟
伊
久
留
八
恭
玄
附
尾

車
に
八
幡
紳
祉
と
稽
す
る
o
一
施
行
し
た
。
殺
し
浦
野
一
振
に
反
射
す
る
加
藤
釆
女
一
奥
三
右
衛
門
の
家
に
、
密
宇
留
地
平
八
を
背
山
将
監

ウ
ラ
グ
チ
モ
ン
裏
口
問
金
持
域
内
一
一

J

丸
股
式
一
の
献
策
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
か
〈
て
検
地
の
一
の
家
に
、
智
仁
岸
櫨
之
助
を
前
問
主
臓
の
家
に
鋼

の
袈
口
で
、
切
手
門
の
内
に
あ
っ
た
。
金
城
深
秘
録
一
結
果
、
彼
等
の
腕
鎚
略
明
白
に
な
っ
た
が
、
倫
m
m
右
一
し
、
そ
の
他
多
数
徒
黛
の
輩
を
長
氏
直
下
の
家
に
捕

に
、
『
裏
口
御
・
門
は
能
役
者
出
入
の
門
の
由
。
門
内
に
一
一
衛
門
等
の
采
地
に
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
不
一
へ
た
。
岡
田
文
千
間
八
郎
兵
衡
を
能
管
に
下
し
、
一
一
一

御
柴
屋
あ
b
。
是
や
・
御
楽
屋
多
門
と
い
ふ
。
放
に
右
一
而
目
脅
泥
れ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
等
の
一
日
孫
右
衛
門
に
黛
し
た
十
村
等
を
、
能
脅
部
下
村
に

裏
口
御
門
を
ば
、
俗
に
猿
柴
御
門
と
申
候
。
』
と
あ
一
腿
名
目
に
高
〈
な
っ
た
か
ら
、
窮
鼠
却
っ
て
獄
を
食
一
あ
る
算
用
揚
に
召
喚
し
、
高
田
の
十
村
ご
郎
兵
衛
、
そ

る

o

一

む

の

朕

脅

泉

ん

で

、

兵

陣

・

掃

部

は

六

年

三

月

サ

四

一

の

子

八

兵

衛

、

笠

師

の

十

村

太

左

衛

門

、

-

一

一

昨

の

十

日
辿
頼
の
子
元
辿
及
び
そ
の
妹
蛸
杭
山
右
近
守
知
に
一
村
池
島
、
能
血
軍
部
下
の
十
村
上
野
を
田
鶴
演
の
獄
に

欝
売
上
っ
て
致
仕
脅
組
側
ひ
、
サ
抗
日
以
後
そ
の
家
に
一
投
じ
、
久
江
の
十
村
遺
閑
、
そ
の
子
兵
八
・
六
太
夫
・

徳
間
し
な
が
ら
一
門
サ
コ
一
入
荷
曾
し
て
存
亡
を
共
に
一
一
品
兵
衛
、
能
帝
.
部
下
の
小
百
姓
永
屋
を
能
脅
部
下
の

せ
ん
と
汚
ひ
、
若
し
主
君
に
し
て
眼
脅
賜
は
ら
ぱ
、
一
獄
に
繋
ぎ
、
十
九
日
悉
〈
金
揮
に
鑑
怠
し
た
。

ず
、
平
生
る
皮
封
黛
を
襲
被
一
へ
E
U加
賀
鶴
岡
の
断
罪
!
こ
の
時
飼
記
は
江
戸
に
在
つ

ウ
ヲ
ノ
ジ
ケ
ン
浦
野
事
件
ハ
一
U

浦
野
路
右
衛

門
l
加
賀
藩
の
老
院
長
越
額
の
家
老
浦
野
源
右
衛
門

は
七
百
石
を
食
み
、
子
兵
陣
別
に
二
百
石
荷
受
け
、

女
子
掃
部
は
阿
岸
氏
を
緩
い
で
四
百
石
や
・
領
し
て
民

ー

・

町

I
t
-
-


